平成17年12月1日

各位

フード工房の使用について

使用可能日　　　　開館日（土・日・祝日は除きます）

使用時間　　　　　９時００分から１８時００分まで

　　　　　　　　　（清掃を終え、事務局点検終了が１８時００分までとなるように終了して

　　　　　　　　　　ください。）　　　

使用料　　　　　　1時間　２,１００円(光熱費含む)　

　　　　　　　　　

使用申請方法　　　使用承認申請書（フード工房用）を使用日２日前１７時４５分までに事務局へ提出してください。

　　　　　　　　　他は会議室使用ルールと同じです。

使用者が用意するもの　・残飯等をいれるごみ袋(基本的にゴミはお持ち帰りいただいてます)

・布巾・台布巾　

・包丁・まな板

・フード工房にないもので必要な物は各自でご用意ください。

（使用前の下見をおすすめいたします。）

事務局で用意してあるもの　・棚に入っているものはお使い頂いて構いませんが、ただし、ま

　　　　　　　　　　　　　　な板・包丁に関しましては衛生管理上の点もありますので使用　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　者がご用意ください。

　　・スポンジ・食器用洗剤

　　・三角コーナー・三角コーナー用ごみ袋

　　・バケツ・雑巾

　　・ホウキ・ちりとり　

使用ルール　・食品衛生管理法上の問題もありますので衛生面には十分ご注意ください。

　　　　　　・作った料理は、フード工房を使用する方々で食べてください。

　　　　　　・料理を販売する営業行為は固くお断りいたします。

　　　　　　　（札幌市保健所に対し食品営業許可申請が必要となります。）

　　　　　　・七輪等を使用する場合は、必ず事務局にご相談ください。場合によっては使用をお断りする事があります。

　　　　　　・上記ルールに反した場合は、その後の使用許可を取り消しますので、ご了承ください。

使用方法

1 使用当日事務局へお越しください。（使用時間の１０分前までにはお越しください。）

2 フード工房にて、元栓の開け方など使い方を使用責任者に説明します。

3 使用終了後は事前にお渡しする、点検簿に基づき清掃をお願いいたします。

4 清掃終了後、インターホンで事務局に清掃終了の旨ご連絡ください。

事務局の職員が伺い点検いたします。

使用上の注意　　　共有の設備での調理となりますので衛生面には十分、ご注意ください。

　　　　　　　　　使用後の清掃は各自きちんと行ってください。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICC　　事務局

